
        平成１６年１０月２２日 
 
 
（件名） 

台風 22 号の状況について（１０月２２日８：３０現在） 
 

                      （防災局） 
 
１ 大雨・洪水警報（9 日 01：15 発表→９日 23：15 解除） 
           
２ 被害状況 
 （１）人的被害（死者４名、行方不明１名、重傷者４名、軽傷者９６名） 
   ①死者 
   ・南伊豆町 男性１名 倒壊した電柱の下敷きとなり、救出後、搬送中

に死亡。 
   ・賀茂村 男性１名 川に流され死亡。 
   ・伊豆市 男性１名 土砂崩れにより死亡。 
   ・伊東市 男性１名 海岸にて発見。 
   ②行方不明者 
   ・御前崎市 男性１名 川に流され、捜索中。 
 
 （２）住家被害 

・全壊 165 棟（伊東市 152 棟、熱海市 6 棟、西伊豆町 2 棟他） 
・半壊 242 棟（伊東市 165 棟、熱海市 48 棟、南伊豆町 6 棟他） 
・一部損壊 3,954 棟（伊東市 2,003、熱海市 434 棟、南伊豆町 416 棟他）    
・床上浸水 298 棟（伊豆長岡町 101 棟、大仁町 58 棟、沼津市 40 棟他） 
・床下浸水 1007 棟(伊豆市 197 棟、沼津市 151 棟、伊豆長岡町 126 棟他） 

   （注） 被害状況については、現在詳細調査中のため今後被害数の変 
動が見込まれる。 

 
（３）避難指示 

   ①大仁町吉田地区 ９世帯 ９日 10:00 指示 ９日 20:30 解除 
 
 （４）避難勧告（3 市町村 2582 世帯）  
   ①沼津市下石田、黄瀬川地区 320 世帯 ９日 19:20 勧告 ９日 21:10

解除 
②伊豆市牧之郷、温泉場、桂谷地区 1,592 世帯 ９日 16:30 勧告    

９日 18:30 解除 
③伊豆市熊坂、瓜生野地区 667 世帯 ９日 16:33 勧告 ９日 19:40 解除  

   ④熱海市和田町 2 世帯 ９日 18:00 勧告 10 日 18:00 解除 
   ⑤熱海市桃山町 1 世帯 9 日 21:10 勧告 11 日 12:30 解除 
 

 



（５）自主避難（10 月 9 日 18 時 時点） 
    ２０市町村 ２４６世帯 ５１１人 
 
３ 市町村災害対策本部設置状況 
・災害対策本部（１９市町村） 

  ９日 ５：０６ 榛原町  → ９日２２：５０ 廃止 
  ９日 ５：３０ 磐田市  → ９日１６：３０ 廃止 
  ９日 ８：００ 韮山町  → ９日２３：３０ 廃止 
  ９日 ８：１５ 伊豆長岡町→  
  ９日 ８：２０ 相良町  → ９日１８：１４ 廃止 
  ９日 ８：３０ 伊豆市     
  ９日 ９：００ 大仁町  → ９日２０：００ 廃止 

９日 ９：００ 龍山村  → ９日１８：００ 廃止 
  ９日 ９：３５ 佐久間町 → ９日１６：４５ 廃止 
  ９日１２：００ 熱海市  → ９日２１：００ 廃止 

９日１２：００ 賀茂村  → ９日１９：３０ 廃止 
９日１５：３０ 松崎町  → ９日２２：００ 廃止 
９日１５：３０ 西伊豆町 → ９日２３：１５ 廃止 

 ９日１６：００ 南伊豆町 → ９日２２：４５ 廃止 
  ９日１６：１０ 三島市  → ９日１７：５０ 廃止 
 ９日１６：１５ 下田市  → ９日２３：００ 廃止 
 ９日１７：２０ 戸田村  → ２１日１６：００ 廃止   
 ９日１７：３０ 河津町  → ９日１９：３０ 廃止 
１０日 ８：００ 伊東市  → ２２日０９：０５ 廃止 

 
４ 県の対応 
・第２次事前配備態勢 ９日 01:15 
→第３次事前配備態勢（直ちに災害対策本部を設置できる態勢）９日 12:30 
→防災局・東部支部以外は第２次事前配備態勢 ９日 20:00 
→防災局・関係支部  事前配備態勢 解除 １０日０:15 

・防災局長 伊東市等現地確認 11 日 
・ 副知事 伊東市現地確認 12 日 
・ 知事  伊東市現地確認 16 日 

 
５ 災害救助法の適用等 
  10 月 13 日、伊東市に対し、災害救助法の適用を決定した。 
  また、県内全域を対象に災害弔慰金の支給等に関する法律、被災者生活再 
建支援法の適用を決定した。 

 
以上 


